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督
促
後
も
納
め
ず
に
い
る
と
、
保

険
の
給
付
に
制
限
が
か
か
り
、
通
常

の
保
険
証
の
代
わ
り
に
有
効
期
間
の

短
い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
納
期
限
か
ら

1
年
を
過
ぎ
る
と
「
被
保
険
者
資
格

証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
資
格
証
明
書
は
保
険
証
と

異
な
り
、
医
療
機
関
を
受
診
し
た
際

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
保
険
税
の
豆
知
識
！
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
国
保
税
は
誰
が
納
め
る
の
？

Ａ 

国
保
で
は
加
入
し
て
い
る
一
人
一

人
が
被
保
険
者
で
す
が
、
国
保
税

は
世
帯
主
が
ま
と
め
て
納
め
ま
す
。

Ｑ 

国
保
税
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ

る
の
？

Ａ 

年
度
（
4
月
か
ら
翌
年
3
月
）
ご

と
に
計
算
し
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

年
度
の
途
中
で
加
入
人
数
が
変

わ
っ
た
り
、
前
年
の
総
所
得
金
額

が
変
更
に
な
っ
た
り
し
た
と
き
な

ど
は
、
再
度
計
算
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、「
国
保
」）
税
の
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
督
促

が
行
わ
れ
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
は
急
ぎ
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

国
民
健
康
保
健
税

納
め
忘
れ
に
ご
注
意
を

国
保

年
金
任
意
加
入
制
度

受
給
資
格
期
間
は
足
り
て
い
ま
す
か
？

　
未
納
期
間
が
あ
っ
て
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
方
や
受
給
額
を
増
や
し
た

い
と
い
う
方
は
、
60
歳
以
降
も
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
で
き
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

問

Ｑ 

年
度
の
途
中
で
加
入
・
脱
退
し
た

場
合
、
国
保
税
は
ど
う
な
る
の
？

Ａ 

月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。
年
度
途

中
か
ら
加
入
し
た
場
合
は
、
加
入

し
た
月
か
ら
年
度
末
ま
で
、
年
度

途
中
で
脱
退
し
た
場
合
は
、
4
月

か
ら
脱
退
し
た
前
月
分
ま
で
と
な

り
ま
す
。

　
　

　
保
険
証
の
お
問
い
合
わ
せ
は
国
保

年
金
係
、
国
保
税
の
お
問
い
合
わ
せ

は
町
民
税
務
課
課
税
係
（
☎
77
─
３

９
１
５
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
加
入
は
60
歳
に
な
る

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

未
納
期
間
が
あ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
受
け

取
る
年
金
額
を
増
や
し
た
い
と
い
う

方
の
た
め
に
、
引
き
続
き
任
意
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま

す
（
最
大
70
歳
に
な
る
ま
で
）
。
保

険
料
の
納
付
方
法
は
口
座
振
替
が
原

則
で
す
。

【
注
意
】
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
給
で
き
る
方
や
、
老
齢
基
礎
年
金

を
繰
り
上
げ
て
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
─
05
─
１
１
６
５
　

春の交通安全運動出動式にしばっこくん参加（4月6日）

山武郡市環境衛生組合
平成 28 年度予算

山武郡市環境衛生組合  ☎ 86 － 3516問

　
芝
山
町
、
山
武
市
（
山
武
地
域
、
松
尾
地
域
、
蓮
沼
地
域
）
、

横
芝
光
町
（
横
芝
地
域
）
を
構
成
市
町
と
し
、
共
同
で
ご
み
処

理
を
行
っ
て
い
る
山
武
郡
市
環
境
衛
生
組
合
の
予
算
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

歳出総額　747,300千円

歳入総額　747,300千円

議会費200（0%）

総務費
113,385
（15%）

衛生費
628,714
（84%）

公債費1（0%）

予備費5,000（1%）

分担金及び負担金 
565,000（76%）

繰越金1,132（0%）
諸収入219（0%）財産収入13,137 

（2%）

繰入金1（0%）

使用料及び手数料 
167,811
（22%）
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収
税
税
の
公
平
性
を
保
つ
た
め

滞
納
処
分
を
進
め
て
い
ま
す
！

　
町
税
は
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
原
則
で
す
。
町
の
健
全

な
財
政
運
営
の
た
め
に
、
納
期
限
内
に
必
ず
納
付
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

収
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
６

問

　
現
在
町
で
は
、
納
期
内
に
納
付
さ

れ
な
い
方
に
対
し
て
、
督
促
状
や
催

告
書
な
ど
自
主
納
付
を
促
し
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
再
三
の
催
告
に
も
応
じ

ず
納
付
相
談
の
連
絡
も
な
い
、
納
税

に
誠
意
の
見
ら
れ
な
い
滞
納
者
に
対

し
て
は
、
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
滞

納
処
分
と
し
て
資
産
調
査
や
勤
務
先

な
ど
へ
の
収
入
調
査
を
行
い
、
差
押

え
を
執
行
し
ま
す
。

※�

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
納
期

限
内
に
納
付
で
き
な
い
方
は
、
納

税
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

赤十字活動資金への
ご協力をお願いします
　日本赤十字社は、「人のい
のちと健康、尊厳を守る」と
いう使命のもと、国内の災害
時における救護活動をはじ
め、国外の紛争・自然災害の
被災者に対する緊急救援活動
など、さまざまな人道的活動
を行っています。

■問合せ　
　日本赤十字社千葉県支部　
　☎ 043-241-7531　
　http://www.chiba.jrc.or.jp

ハートラちゃん

平成２７年度滞納処分（差押え）の状況

区　分 差押件数 差押金額

預 貯 金 86件 8,540,616円

生 命 保 険 14件 4,607,188円

給 与 1件 956,000円

国税還付金 1件 20,250円

合　計 102件 14,124,054円

　
飼
い
犬
の
予
防
注
射
は
法
律
で
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
必
ず
接
種

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

会
場
や
料
金
は
広
報
４
月
号
お
よ

び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い

た
だ
く
か
、
ま
ち
づ
く
り
課
都
市

環
境
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

狂
犬
病
予
防
注
射

５
月
12
日
㈭
�
13
日
㈮
に
実
施
し
ま
す

ま
ち
づ
く
り
課 

都
市
環
境
係 

☎
77
‐
３
９
０
8

問

戸
籍
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
も
交
付
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
を
土
・
日
曜
日
に
も
行
い
ま
す
。
平
日

に
来
庁
が
難
し
い
方
は
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

■
開
庁
日
　
５
月
14
日
㈯
、
29
日
㈰

■ 

受
付
時
間
　
午
前
10
時
か
ら
午
後

３
時
ま
で

■
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
（
申

請
書
か
ら
切
り
離
し
た
、
12
桁
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も

の
）

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
ご
連
絡
に
同
封
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
）

・�

写
真
付
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

・
印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）

・�

お
持
ち
の
方
は
住
基
カ
ー
ド
（
引

き
換
え
で
交
付
し
ま
す
）

※�

代
理
人
に
よ
る
受
け
取
り
は
本
人

が
入
院
中
な
ど
で
来
庁
が
困
難
な

場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
戸
籍
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】
受
け
付
け
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
も
の
の
み
で

す
。
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
行
え
ま

せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
必
要

書
類
が
不
足
し
て
い
る
場
合
は
交
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
こ
れ

ま
で
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
表

記
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
へ
表
記
を
統

一
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。




